
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 就 業 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す る 。 

平 成 25年 ３ 月 29日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  竹 山  修 身    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 10号  

   大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 就 業 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 就 業 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 就 業 規 則 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業

団 管 理 規 程 第 31号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正後  改 正前  

 

（ 育児 又 は介 護 を行 う職 員についての特 例 ） 

第 12条  第 ８ 条 及び 第 10条 の 規 定 に かか わ

ら ず、 次 の 各 号 に掲 げ る職 員 の 区 分 に応

じ 、当 該 各 号 に 定め る 事由 に よ り そ の変

更 の必 要 が あ る と認 め られ る 当 該 職 員の

勤 務時 間 の 割 り 振り 及 び休 憩 時 間 は 、別

に 定め る こ と が でき る 。  

 

 

 

 

 

 

 

(1) 小 学 校就 学 の 始 期に 達 し ない 子 のあ

る 職員  当 該 子 の保 育 所等 へ の 送 迎  

(2) 小 学 校の 第 １ 学 年か ら 第 ３学 年 まで

の子のある職 員  当 該 子の放 課 後 児 童

健 全育 成 事 業（ 児童 福 祉法（ 昭 和 22年

法 律第 164号 ） 第 ６条 の ３第 ２ 項 に 規

定 する 放 課 後 児 童健 全 育成 事 業 を い

う 。） を 行 う 施 設等 へ の送 迎  

(3) 配 偶 者（ 届 出を し ない が 事 実 上 婚姻

関 係と 同 様 の 事 情に あ る者 を 含 む 。以

下 同じ 。）、２ 親等 内 の親 族 及 び 配 偶

者 の父 母 の 配 偶 者で 負 傷、疾 病 又 は 老

齢に より 日 常 生活 を 営む のに 支 障があ

る もの （ 以 下 「 被介 護 人」 と い う 。 ）

の ある 職 員  当 該被 介 護人 の 介 護  

 

（ 年次 休 暇 ）  

第 21条  （ 略 ）  

(1)・ (2) （ 略 ）  

(3) 育 児 短時 間 勤 務 職 員等 、再 任 用 短 時

間 勤務 職 員 及 び 任期 付 短時 間 勤 務 職

員  

ア  （ 略 ）  

イ アに掲 げる職 員 以 外 の職 員 のうち、

１ 週間 ご と の 勤 務日 の 日数 及 び 勤 務

 

（ 育児 又 は介 護 を行 う職 員についての特 例 ） 

第 12条  第 ８ 条 及び 第 10条 の 規 定 に かか わ

ら ず、 小 学 校 就 学の 始 期に 達 し な い 子の

あ る職 員 又 は 配 偶者 （ 届出 を し な い が事

実 上婚 姻 関 係 と 同様 の 事情 に あ る 者 を含

む 。以 下 同 じ 。 ）、 ２ 親等 内 の 親 族 及び

配 偶者 の 父 母 の 配偶 者 で負 傷 、 疾 病 又は

老 齢に よ り 日 常 生活 を 営む の に 支 障 があ

る もの （ 以 下 「 被介 護 人」 と い う 。 ）の

あ る職 員 で あ っ て、 当 該子 の 保 育 所 等へ

の 送迎 の た め 又 は当 該 被介 護 人 の 介 護の

た めに そ の 変 更 の必 要 があ る と 認 め られ

る 職員 の 勤 務 時 間の 割 り振 り 及 び 休 憩時

間 は、 別 に 定 め るこ と がで き る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 年次 休 暇 ）  

第 21条  （ 略 ）  

(1)・ (2) （ 略 ）  

(3) 育 児 短時 間 勤 務 職 員等 、再 任 用 短 時

間 勤務 職 員 及 び 任期 付 短時 間 勤 務 職

員  

ア  （ 略 ）  

イ アに掲 げる職 員 以 外 の職 員 のうち、

１ 週間 ご と の 勤 務日 の 日数 及 び 勤 務



日 ごと の 勤 務 時 間の 時 間数 が 同 一 の

職 員（ 以 下 「 斉 一勤 務 型職 員 」 と い

う 。）  20日 に １週 間 の勤 務 日 の 日

数 を５ 日 で 除 し て得 た 数を 乗 じ て 得

た 日数  

ウ ・エ （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  年 次 休 暇 は、１ 日 を 単位 と し て 与 える 。

た だし 、 事 業 に 支障 が ない 場 合 は 、 半日

又 は１ の 年 度 に おい て ５日 （ そ の 年 度の

年 次有 給 休 暇 の日 数 が５日 未 満 のときは、

そ の日 数 ） の 範 囲内 で １時 間 を 単 位 とし

て 与え る こ と が でき る 。  

４  育 児 短 時 間 勤務 職 員等 、 再 任 用 短時 間

勤 務職 員 及 び 任 期付 短 時間 勤 務 職 員 の年

次 休暇 の 単 位 は 、前 項 の規 定 に か か わら

ず、次 の 各 号に 掲 げ る 職 員の 区 分 に 応 じ 、

当 該各 号 に 定 め る単 位 とす る 。  

(1) 斉 一 勤務 型 職 員 の うち 、勤 務 日 ごと

の勤務 時 間 が７時間 45分 の職 員  １日

（ 職員 か ら 要 求 があ っ た場 合 は 、半 日

又 は１ 時 間 と す るこ と がで き る 。 ）  

(2) 斉 一 勤務 型 職 員 の うち 、勤 務 日 ごと

の 勤務 時 間 が ７ 時間 45分 以外 の 職 員  

１ 日（ 職 員か ら 要 求 が あっ た 場 合 は１

時 間と す る こ と がで き る。 ）  

(3) 斉 一 勤務 型 職 員 以 外の 職 員 （ 以 下

「 不斉 一 勤 務 型 職員 」と い う。） 別

に 定め る 単 位  

５  １ 時 間 を 単 位と し て与 え ら れ た 年次 有

給 休暇 を 日 に 換 算す る 場合 に は 、 次 の各

号 に掲 げ る 職 員 の区 分 に応 じ 、 当 該 各号

に 定め る 時 間 数 をも っ て１ 日 と す る 。  

(1) 次 号 及び 第 ３ 号 に掲 げ る職 員 以 外の

職 員  ８ 時 間  

(2) 斉 一 勤務 型 職 員  勤務 日 ごとの正 規

の 勤務 時 間 の 時 間数（ １時 間 未 満 の 端

数 があ る と き は 、こ れ を時 間 単 位 に 切

り 上げ た 時 間 ）  

(3) 不 斉 一勤 務 型 職 員  別 に定 める単 位  

６  年 次 休 暇 （ この 項 の規 定 に よ り 繰り 越

さ れた も の を 除 く。 ） は、 20日 （ 第 １項

第 ３号 に 掲 げ る 職員 に あっ て は 、 同 号の

規 定に よ り 得 ら れた 同 号ア か ら エ の いず

れ かの 日 数 ） を 限度 と して 、 当 該 年 度の

翌 年度 に 繰 り 越 すこ と がで き る 。た だ し 、

次 条に よ り 年 次 休暇 の 日数 を 変 更 し た場

合 であ っ て 、 当 該年 度 の翌 年 度 の 初 日に

１ 週間 ご と の 勤 務日 の 日数 又 は 勤 務 日ご

と の勤 務 時 間 の 時間 数（ 以 下「 勤務 形 態 」

と いう 。 ） が 変 更さ れ ない と き は 、 同条

の 規定 に よ り 得 られ た 日数 を 超 え な い範

囲 内の 残 日 数 を 限度 と し、 同 条 第 １ 項各

号 に掲 げ る 場 合 であ っ て、 当 該 年 度 の翌

年 度の 初 日 に 勤 務形 態 が変 更 さ れ る とき

は 、別 に 定 め る 日数 を 限度 と す る 。  

 

 

日 ごと の 勤 務 時 間の 時 間数 が 同 一 の

職 員  20日 に １ 週間 の 勤務 日 の 日 数

を ５日 で 除 し て 得た 数 を乗 じ て 得 た

日 数  

 

ウ ・エ （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  年 次 休 暇 は、１ 日 を 単位 と し て 与 える 。

た だし 、 事 業 に 支障 が ない 場 合 は 、 １時

間 を単 位 と し て 与え る こと が で き る 。  

 

 

 

４  育 児 短 時 間 勤務 職 員等 、 再 任 用 短時 間

勤 務職 員 及 び 任 期付 短 時間 勤 務 職 員 の年

次 休暇 の 単 位 は 、１ 日 とす る 。 た だ し、

事 業に 支 障 が な い場 合 は、 １ 時 間 と する

こ とが で き る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  年 次 休 暇 （ この 項 の規 定 に よ り 繰り 越

さ れた も の を 除 く。 ） は、 20日 （ 育 児短

時 間勤 務 職 員 等 、再 任 用短 時 間 勤 務 職員

及 び任 期 付 短 時 間勤 務 職員 に あ っ て は、

第 １項 第 ３ 号 の 規定 に より 得 ら れ た 同号

ア から エ の い ず れか の 日数 ） を 限 度 とし

て 、当 該 年 度 の 翌年 度 に繰 り 越 す こ とが

で きる 。 た だ し 、次 条 によ り 年 次 休 暇の

日 数を 変 更 し た 場合 で あっ て 、 当 該 年度

の 翌年 度 の 初 日 に１ 週 間ご と の 勤 務 日の

日 数又 は 勤 務 日 ごと の 勤務 時 間 の 時 間数

（ 以下 「 勤 務 形 態」 と いう 。 ） が 変 更さ

れ ない と き は 、 同条 の 規定 に よ り 得 られ

た 日数 を 超 え な い範 囲 内の 残 日 数 を 限度

と し、 同 条 第 １ 項各 号 に掲 げ る 場 合 であ

っ て、 当 該 年 度 の翌 年 度の 初 日 に 勤 務形

態 が変 更 さ れ る とき は 、別 に 定 め る 日数

を 限度 と す る 。  



 

７  （ 略 ）  

 

（ 付与 さ れ た 年 次休 暇 日数 の 変 更 ）  

第 22条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  前 ２ 項 に よ り得 ら れた 日 数 に １ 時間 未

満 の端 数 が 生 じ た場 合 にお い て は 、 その

端 数が 30分 以 上 のと き は１ 時 間 と し 、 30

分 未満 の と き は 切り 捨 てる も の と す る。

た だし 、そ の日 数 が 20日 を超 え る と き は 、

20日と す る 。  

 

（ 繰り 越 さ れ た 年次 休 暇日 数 の 変 更 ）  

第 23条  前 条 第 １項 各 号に 掲 げ る 場 合に お

い て、 勤 務 形 態 が当 該 年度 の 初 日 後 に変

更 され る と き （ 当該 年 度の 前 年 度 の 初日

（ 当該 年 度 の 前 年度 の 初日 か ら 当 該 年度

の 初日 の 前 日 ま でに 新 たに 職 員 と な った

者 は、 新 た に 職 員と な った 日 と す る 。以

下 同じ 。 ） 後 に 当該 変 更前 の 勤 務 形 態を

始 めた と き を 除 く。 ） の当 該 変 更 の 日以

後 にお け る 職 員 の第 21条 第６ 項 の 規 定 に

よ り繰 り 越 さ れ た年 次 休暇 の 日 数 （ 以下

「 繰越 日 数 」 と いう 。 ）は 、 残 日 数 から

付 与残 日 数 を 減 じて 得 た日 数 （ 以 下 「繰

越 残日 数 」 と い う。 ） に別 表 第 ２ の 左欄

に 掲げ る 場 合 の 区分 に 応じ 、 そ れ ぞ れ同

表 の右 欄 に定 める率 を乗 じて得 た日 数（繰

越 残日 数 未 満 の とき は 、繰 越 残 日 数 とす

る 。） と す る 。  

２ ―４  （ 略 ）  

 

（ 特別 休 暇 ）  

第 25条  （ 略 ）  

２  前 項 第 10号 、第 11号 、第 19号 又 は 第 20

号 の特 別 休 暇（ 以下「 特 定休 暇 」と い う。）

を 時間 を 単 位 と して 受 ける 場 合 に お いて

は 、第 21条 第 ５ 項の 規 定を 準 用 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表第 ２ （ 第 22条、 第 23条 関 係 ）  

（ 略）  

 

 

別 表第 ３ （ 第 22条、 第 23条 関 係 ）  

（ 略）  

備 考   

１ ・２ （ 略 ）  

 

 

６  （ 略 ）  

 

（ 付与 さ れ た 年 次休 暇 日数 の 変 更 ）  

第 22条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  前 ２ 項 の 場 合に お いて は 、 日 数 とし て

分 の単 位 ま で 算 定す る もの と し 、 そ の算

定 によ り 得 ら れ た日 数 に１ 分 未 満 の 端数

が ある と き は 、 これ を 切り 上 げ る も のと

す る。 た だ し 、 その 日 数が 20日 を 超 える

と きは 、 20日 と する 。  

 

（ 繰り 越 さ れ た 年次 休 暇日 数 の 変 更 ）  

第 23条  前 条 第 １項 各 号に 掲 げ る 場 合に お

い て、 勤 務 形 態 が当 該 年度 の 初 日 後 に変

更 され る と き （ 当該 年 度の 前 年 度 の 初日

（ 当該 年 度 の 前 年度 の 初日 か ら 当 該 年度

の 初日 の 前 日 ま でに 新 たに 職 員 と な った

者 は、 新 た に 職 員と な った 日 と す る 。以

下 同じ 。 ） 後 に 当該 変 更前 の 勤 務 形 態を

始 めた と き を 除 く。 ） の当 該 変 更 の 日以

後 にお け る 職 員 の第 21条 第５ 項 の 規 定 に

よ り繰 り 越 さ れ た年 次 休暇 の 日 数 （ 以下

「 繰越 日 数 」 と いう 。 ）は 、 残 日 数 から

付 与残 日 数 を 減 じて 得 た日 数 （ 以 下 「繰

越 残日 数 」 と い う。 ） に別 表 第 ２ の 左欄

に 掲げ る 場 合 の 区分 に 応じ 、 そ れ ぞ れ同

表 の右 欄 に定 める率 を乗 じて得 た日 数（繰

越 残日 数 未 満 の とき は 、繰 越 残 日 数 とす

る 。） と す る 。  

２ ―４  （ 略 ）  

 

（ 特別 休 暇 ）  

第 25条  （ 略 ）  

２  前 項 第 10号 、第 11号 、第 19号 又 は 第 20

号 の特 別 休 暇（ 以下「 特 定休 暇 」と い う。）

を 時間 を 単 位 と して 受 ける 場 合 に お いて

は、７ 時 間 45分（ 育 児 短 時間 勤 務 職 員 等 、

再 任用 短 時 間 勤 務職 員 及び 任 期 付 短 時間

勤 務職 員 に あ っ ては 、 その 者 の 勤 務 時間

等 を考 慮 し て 別 に定 め る時 間 ） を も って

１ 日に 換 算 す る 。  

３  前 項 の 規 定 によ り 特定 休 暇 の 残 日数 に

生 じた １ 時 間 未 満の 端 数に つ い て は 、当

該 残日 数 の 全 て を受 け ると き に 限 り 、当

該 １時 間 未 満 の 端数 を 受け る こ と が でき

る 。  

 

別 表第 ２ （ 第 22条、 第 23条 関 係 ）  

（ 略）  

備 考  （ 略 ）  

 

別 表第 ３ （ 第 22条、 第 23条 関 係 ）  

（ 略）  

備 考   

１ ・２ （ 略 ）  

３  別 表 第 ２ の 備考 の 規定 は 、 こ の 表に つ



第 ２条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 就 業 規 則 の一 部 を次 のように改 正 する。 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 就 業 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 就 業 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 （ 平 成

24年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 24号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

い ても 適 用 す る 。  

 

改 正後  改 正前  

 

（ 特別 休 暇 ）  

第 25条  （ 略 ）  

 (1)― (6) （ 略）   

 (7) 骨 髄移 植 の た め の骨 髄 若 し く は末 梢  

血 幹細 胞 移 植 の ため の 末梢 血 幹 細 胞 の  

提 供希 望 者 と し てそ の 登録 を 実 施 す る

者 に対 し て 登 録 の申 出 を行 い 、 又 は 配

偶 者、 父 母 、 子 及び 兄 弟姉 妹 以 外 の 者  

に 、骨 髄 移 植 の ため 骨 髄若 し く は 末 梢

血 幹細 胞 移 植 の ため 末 梢血 幹 細 胞 を 提  

供 する 場 合 で 、 当該 申 出又 は 提 供 に 伴

い 必要 な 検 査 、 入院 等 のた め 勤 務 し な

い こと が や む を 得な い と認 め ら れ る 場

合  必 要 と 認 め る日 又 は時 間  

 (8)― (23) （ 略）  

２ ・３  （ 略 ）  

 

 

（ 特別 休 暇 ）  

第 25条  （ 略 ）  

 (1)― (6) （ 略）  

 (7) 骨 髄移 植 の た め の骨 髄 若 し く は末 梢  

血 幹細 胞 移 植 の ため の 末梢 血 幹 細 胞 の  

提 供希 望 者 と し てそ の 登録 を 実 施 す る

者 に対 し て 登 録 の申 出 を行 い 、 又 は 骨  

髄 移植 の た め 骨 髄若 し くは 末 梢 血 幹 細

胞 移植 の た め 末 梢血 幹 細胞 を 提 供 す る  

場 合で 、 当 該 申 出又 は 提供 に 伴 い 必 要

な 検査 、 入 院 等 のた め 勤務 し な い こ と

が やむ を 得 な い と認 め られ る 場 合  必

要 と認 め る 日 又 は時 間  

 

 (8)― (23) （ 略）  

２ ・３  （ 略 ）  

 

改 正後  改 正前  

 

附  則  

 

１  （ 略 ）  

（ 経過 措 置 ）  

２  第 ２ 条 の 施 行の 日 （以 下 「 施 行 日」 と

い う。 ） の 前 日 にお い て職 員 に 付 与 され

た 年次 休 暇 の う ち、 平 成 24年 １ 月 １ 日に

付 与さ れ た 年 次 休暇 は 、第 ２ 条 の 規 定に

よ る改 正 後 の 大 阪広 域 水道 企 業 団 職 員就

業 規則 （ 以 下 「 改正 後 規則 」 と い う 。）

第 21条 第 ６ 項 の 規定 に かか わ ら ず 、 施行

日 以後 に 繰 り 越 すこ と がで き る 。  

３  施 行 日 の 前 日に お いて 職 員 に 付 与さ れ

た 年次 休 暇 の う ち、 平 成 25年 １ 月 １ 日に

付 与さ れ た 年 次 休暇 は 、改 正 後 規 則 第 21

条 第６ 項 の 規 定 にか か わら ず 、 施 行 日以

後 に繰 り 越 す こ とは で きな い 。  

 

 

附  則  

 

１  （ 略 ）  

（ 経過 措 置 ）  

２  第 ２ 条 の 施 行の 日 （以 下 「 施 行 日」 と

い う。 ） の 前 日 にお い て職 員 に 付 与 され

た 年次 休 暇 の う ち、 平 成 24年 １ 月 １ 日に

付 与さ れ た 年 次 休暇 は 、第 ２ 条 の 規 定に

よ る改 正 後 の 大 阪広 域 水道 企 業 団 職 員就

業 規則 （ 以 下 「 改正 後 規則 」 と い う 。）

第 21条 第 ５ 項 の 規定 に かか わ ら ず 、 施行

日 以後 に 繰 り 越 すこ と がで き る 。  

３  施 行 日 の 前 日に お いて 職 員 に 付 与さ れ

た 年次 休 暇 の う ち、 平 成 25年 １ 月 １ 日に

付 与さ れ た 年 次 休暇 は 、改 正 後 規 則 第 21

条 第５ 項 の 規 定 にか か わら ず 、 施 行 日以

後 に繰 り 越 す こ とは で きな い 。  

 

しよう しよう 

しよう 

しよう 

しよう 

しよう 

しよう 

しよう 



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 平 成 25年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条 の 規

定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 程 の 施 行 前 に 、 改 正 前 の 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 就 業 規 則 第

21条 第 ３ 項 た だ し 書 及 び 第 ４ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 、 年 次 休 暇 の 残

日 数 に１時 間 未 満 の端 数 がある場 合 は、この規 程 の施 行 後 においては、

当 該 端 数 を １ 時 間 と し 、 こ れ を 与 え る も の と す る 。  


